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大学院口腔科学教育部授業科目の履修等について 
３１．４．１ 

歯学部事務課 

 

１ 教育・研究上の目的 

１）口腔保健学専攻は，口腔保健学を中心とした長寿福祉口腔保健学に関する豊かな専門的知識・技能

及び科学的探求心を身につけた，次世代の歯科衛生士教育を担う教育・研究者又は健康長寿社会の実

現に貢献する高度専門職業人の養成を目的とする。 

 

２）口腔科学専攻は，口腔科学を中心とした生命科学に関する学術の理論及び応用の教育研究を通して，

幅広い科学的基盤を持ち，かつ，専門性に秀でた，教育・研究・臨床並びに歯科行政などの分野で指

導的役割を担う人材の養成を目的とする。 

 

２ 基本的事項 

１）単位の基準 

講義，演習は１５時間をもって，実習，実験実習は３０時間をもって１単位としています。 

 

２）学期 

 前期は４月１日から９月３０日まで 

後期は１０月１日から３月３１日まで 

 

３）授業時間  

１時限 ８時４５分～１０時１５分 

２時限 １０時３０分～１２時００分 

３時限 １３時００分～１４時３０分 

４時限 １４時４５分～１６時１５分 

５時限 １６時３０分～１８時００分 

６時限 １８時１５分～１９時４５分 

７時限 ２０時００分～２１時３０分 

 

３ 教育方法 

本教育部の教育は，「規定されている授業科目の授業」と「指導教員が行う研究課題の研究の指

導及び学位論文の作成を指導する研究指導」によって行います。 

 なお，外国人留学生には英語による特別コースが置かれています。 

 

４ 修得すべき授業科目と単位数（修了要件） 

１） 口腔保健学専攻（博士前期課程） 

開設授業科目の中から，必修科目８単位と選択科目２２単位以上の合計３０単位以上を履修す 

る必要があります。 
なお，履修する授業科目の選択にあたっては，予め指導教員の指導を受けなければなりません。 

（上記の履修に当たっては，基礎科目（共通カリキュラム科目）のうちから４単位，専門科目（必修科目４単位，口腔保健学特

論科目から２単位以上，臨床系コース学生の専門科目（口腔保健学課題専攻科目）については，同コース内の講義４単位，演習
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４単位，実習６単位及び教育・研究系コースの講義を２単位以上，教育・研究系コース学生の専門科目（口腔保健学課題専攻科

目）については，同コース内の講義４単位，演習４単位，実習６単位及び臨床系コースの講義を２単位以上及び必修科目4単位）

の合計３０単位以上を修得してください。） 

 

２） 口腔保健学専攻（博士後期課程） 

開設授業科目の中から，必修科目２単位と選択科目１０単位以上の合計１２単位以上を履修す 

る必要があります。 

  なお，履修する授業科目の選択にあたっては，予め指導教員の指導を受けなければなりません。 

（上記の履修に当たっては，基礎科目（全専攻系共通カリキュラム科目）のうちから２単位（※ただし，博士前期課程において

既に修得した科目は除く），専門科目（必修科目２単位，専門展開科目から４単位，課題研究科目から４単位）の合計１２単位以

上を修得してください。） 

 

３） 口腔科学専攻（博士課程） 

開設授業科目の中から，必修科目８単位と選択科目２２単位以上の合計３０単位以上を履修す 

る必要があります。２年次からは研究指導に入りますので，１年次に修了要件を満たすよう心掛 
けてください。 

なお，履修する授業科目の選択にあたっては，予め指導教員の指導を受けなければなりません。 
（上記の履修に当たっては，全専攻系共通カリキュラム科目，各専攻系間共通カリキュラム科目のうちから４単位，専門科目（必

修科目８単位，口腔科学課題専攻科目から指導教員の担当する授業科目から講義 2 単位，演習 2 単位及び実験実習４単位，他の

授業科目から講義又は演習を6単位以上，口腔科学課題専攻科目の※印の授業科目から１科目（４単位））の合計３０単位以上を

修得してください。） 

 

５ 授業科目の履修登録 

授業を履修し，単位を修得するためには履修登録の手続を行う必要があります。履修科目の決定

は関係規則等及び授業時間割を熟読し行ってください。 

なお，履修関係資料は新入生オリエンテーション時に配付します。 

 

 １）博士前期課程の登録 

   修了要件に必要な科目（必修・選択）について，授業時間割を見ながら履修登録科目届を学務

係へ提出してください。 

   なお，「口腔保健学特論」は特別講義を受講し，その都度，履修手帳を担当教員に提出し押印又

はサインをもらい，３０時間以上になれば，学務係へ履修手帳を提出してください。 

 

２）博士後期課程の登録 

  修了要件に必要な科目（必修・選択）について，授業時間割を見ながら履修登録科目届を学務

係へ提出してください。 

 

 ３）博士課程の登録 

   修了要件に必要な科目（必修・選択）について，授業時間割を見ながら履修登録科目届を学務

係へ提出してください。 

   なお，「先端口腔科学特論」は特別講義を受講し，その都度，履修手帳を担当教員に提出し押印

又はサインをもらい，６０時間以上になれば，学務係へ履修手帳を提出してください。 
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 ４）履修登録の確認 

   ｗｅｂでの履修登録後は「確認画面」で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 口腔科学教育部授業概要「シラバス」 

  徳島大学歯学部のホームページから，「教育・学生生活」を選択し，次に「シラバス」をクリッ

クしてください。 
（シラバスのホームページ： http://www.tokushima-u.ac.jp/dent/campus/kogi_gaiyo/ ） 

  

７ 試験・評価 

１）試験の受験資格 

出席回数が２／３以上あることが条件となります。 

 

２）本試験  

試験の授業科目，日時その他必要な事項は，予め告示します。レポート提出で試験に読み替え

ているのがほとんどです。 

 

４） 成績評価 

 

 成績評価基準及び成績証明書等に記載する表示（「成績表示」という。）は次のとおりです。 

合否 成績表示 評価点の範囲 基準 

合格 

Ｓ 

（Outstanding） 
100～90 

科目の到達目標を充分に達成し，極めて優秀な成果

を収めている。 

Ａ 

（Excellent） 
89～80 科目の到達目標を充分に達成している。 

Ｂ 

（Good） 
79～70 科目の到達目標を達成している。 

Ｃ 

（Fair） 
69～60 科目の到達目標を最低限達成している。 

認 

（Qualified） 
認定 

単位認定：入学前の既修得単位（修了要件を満たす

単位数となるが，ＧＰＡの計算には含めない。） 

不合格 Ｄ 59以下 
科目の到達目標の項目の全てまたはほとんどを達

成していない。 

成績の確認は，学務課（医学部）の外に設置されている証明書自動発行機で行ってください。 

 

 

■ｗｅｂ登録アクセス先（学内パソコンのみ） 

    http://www.ait.tokushima-u.ac.jp/local/link.html 

 

■ユーザーＩＤ 学生番号１２３４５６７８９０の場合 

    １２３４５６７８９０ → ｃ１２３４５６７８９ 

 

■パスワードはオリエンテーションで渡したカードに記載されています。 

 

履修登録は２４時間可能です。 
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４）追試験（病気その他で本試験を受験出来なかった人対象） 

次の学期末に追試験を受けることができます。担当教員と相談して試験日を設定してください。 

 

５）再試験（本試験で不合格となった人対象） 

授業担当教員と相談して試験日を設定してください。 

 

６）カンニング等不正行為に対する措置 

懲戒処分の対象となります。 

※レポート作成時における全面的なコピーペーストは不正行為として取扱います。 

 

７） 評価結果に対する疑義の申し立て  

 評価の結果について疑義がある場合は，学務担当係等に申し出ることができます。その場合，

必要に応じて教務委員会等と連携して対応します。  
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８ その他 

１）授業の欠席手続き  

授業を欠席する際は予め，担当授業教員に連絡してください。 

 

２）休講  

台風等により昼間開講の授業については午前７時に，夜間の授業については午後４時に「暴風

警報と大雨警報」若しくは「暴風警報と洪水警報」又は「大雪警報」（以下「警報」という。）又

は特別警報（波浪特別警報を除く。以下同じ。）が徳島市に発令中である場合は徳島大学では授業

の休講措置を取っています。 

 

３）他の大学院，外国の大学院での授業科目の履修 

学則第９条及び第２７条の規定に基づき，所定の願書を本教育部長に提出して許可を受け，「派

遣学生」として修得した単位の認定は，相手方の成績証明書等により本教育部が行います。 

 

４）長期履修学生制度 

    この制度は，学生が職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修し，修了することができる制度です。 

   ただし，入学後（在学中）に申請の場合は翌年度からの適用になります。 

 

５）学位の授与 
  博士・・・・・博士（歯学）もしくは 博士（学術） 

   博士前期・・・修士（口腔保健学） 
  博士後期・・・博士（口腔保健学）もしくは 博士（学術） 
 

６）早期修了 

 ■口腔科学専攻（博士課程）および口腔保健学専攻（博士後期課程） 
   博士の学位は，博士課程については４年以上，博士後期課程については３年以上在学し，必要

な単位を修得し，かつ，論文審査及び最終試験に合格した者に授与します。ただし，徳島大学大

学院学則第１２条第１項ただし書、同条第２項ただし書、同条第３項ただし書及び同条第４項た

だし書に定めるとおり，極めて優秀な学生が，所定の水準に達したと認められた場合は，修業年

数の特例（早期修了）を承認し，学位を授与することがあります。 
  

７）社会人学生の皆様への受講に係る配慮 

■口腔保健学専攻（博士前期課程および博士後期課程） 
ア）講義等は夜間にも開講します。 

イ）「生命倫理概論」，「臨床心理学」，「社会医学・疫学・医学統計概論」，「英語論文作

成法」，「生命科学の研究手法」，「医療系分野における知的財産学概論」の６科目は，e-learning

で受講することも出来ます。 
 

■口腔科学専攻（博士課程） 
ア）講義等は夜間にも開講します。 

イ）「生命倫理概論」，「臨床心理学」，「社会医学・疫学・医学統計概論」，「英語論文作

成法」，「生命科学の研究手法」，「臨床医科学概論」，「医療系分野における知的財産学

概論」の７科目は，e-learningで受講することも出来ます。 
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８）各種証明書の発行 
学務課（医学部）の外に設置の証明書自動発行機で出力してください。ただし，英文証明書等

自動発行機で発行できない証明書は，余裕を見て学務係に申し出てください。 

 

 ９）アカデミックレコードの作成 

   各学年の年度末に所定様式（Excel シート）にて学務係に提出してください。様式は，学務係

から送付します。 

 

１０）大学院修了時アンケートの提出 

   最終学年の年度末に大学院修了時アンケートを実施しますので，ご協力の程お願いします。 

 

 

 

※関係規則等は別紙のとおり 

１ 徳島大学大学院学則 

２ 徳島大学大学院口腔科学教育部規則 

３ 徳島大学大学院口腔科学教育部における授業科目の履修方法等に関する細則 

４ 徳島大学大学院口腔科学教育部における長期にわたる教育課程の履修に関する規則 

５ 徳島大学大学院口腔科学教育部学位規則実施細則 

６ 徳島大学大学院口腔科学教育部学位論文審査基準・提出基準 


